
令和８年度

配合飼料価格高騰経営安定対策事業

のご案内（畜産農家用）

令和８年３月

佐賀県畜産課



補助金
交付単価

交付対象数量事業区分

1,050円/ﾄﾝ配合飼料（※）の購入実績数量
（R7年４月～R8年３月までの納品分）

(１)配合飼料（※）に対する
支援

1,050円/ﾄﾝ
単体飼料のうち、

とうもろこしの購入実績数量
（R7年４月～R8年３月までの納品分）

(２)とうもろこしに対する支援

1,050円/ﾄﾝ
TMRの購入実績数量に0.6を乗じた数量
（R7年４月～R8年３月までの納品分）
（例）TMR購入実績数量が100ﾄﾝの場合

100ﾄﾝ×0.6＝60ﾄﾝが対象数量

（３）TMRに対する支援

※配合飼料に対する支援には、混合飼料（タンパク質、炭水化物、脂肪を主な栄養素として供給するために購入した飼料
であり、原料にとうもろこし、こうりゃん、大麦、ふすま、大豆油粕、菜種油粕、精白米、魚粉を2種類以上混合している飼
料。なお、粗飼料を含むものは除く。）を含みます。

※混合飼料については、原則TDNが55%以上のものを対象とします。

事業の概要



R7年度（R7.4月～R8.3月）に混合飼料、

とうもろこし、TMRを購入している

JA・開拓畜産から購入

JA・開拓畜産が県に申請

※個人での申請は不要

JA・開拓畜産から補助金交付

JA・開拓畜産「以外」
から購入

ご自身で県に

直接申請

県から補助金交付

R7年度（R7.4月～R8.3月）に

配合飼料を購入している

配合飼料価格安定制度

加入している

制度の所属団体

（JA・佐賀県開拓畜産
事業協同組合・（一
社）佐賀県配合飼料
価格安定基金協会）
が県に申請

※個人での申請は不
要

所属団体から補助金

交付

加入していない

JA・開拓畜産から
購入

JA・開拓畜産が県
に申請

※個人での申請は
不要

JA・開拓畜産か
ら補助金交付

JA・開拓畜産
「以外」から購入

ご自身で県
に直接申請

県から補助金

交付

※所属団体と個人の両方から申請されないよう（申請が重複しないよう）
ご注意ください

申請方法



① 配合飼料価格高騰経営安定対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
（様式第２号）

② 誓約書（別紙C）

③ 飼料販売・納品証明書（別紙D）

④ 申請時点で畜産業を営んでいることを確認できる書類
（売上伝票、精算書等の写し）

⑤ 振込先口座の通帳の写し（通帳の見開き１、２ページ）

※申請後に別途必要書類の提出をお願いする場合がございます。

前回（R7年度申請分）から様式に変更があっていますので

必ず新様式にて申請をお願いします。

畜産農家ご自身で県に直接申請する場合に必要な書類



県
（畜産課）

市町・
振興C

畜産
農家等飼料販売会社

R8.4月

R8.5月

R8.6月

R8.7月

R8.8月

R8.9月

R8.10月

販売業者から販売実績を徴収

１次申請（～５月末）

２次申請（～６月末）

１次申請分交付決定・額の確定・支払い

2次申請分交付決定・額の確定・支払い

（経由）

（経由）

※支払いの時期については前後する可能性があります、ご了承ください

申請スケジュール


